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［開会 午後２時４０分］ 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

 それでは、只今より、平成２９年第１４回川西市教育委員会（臨時会）

を開会いたします。 

 

 まず、「本日の出席者」をご報告いたします。本日は、全員出席でござ

います。なお、「事務局職員の出欠」につきましては、事務局から報告を

お願いいたします。 

 

 本日の「事務局職員の出欠」について、ご報告申し上げます。 

 本日は、出席を求めた者につきましては全員出席でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

では次に、本日の「議事日程」につきましては、配付しております議事

日程表のとおりであります。 

 

 これより日程に入ります。日程第１「議事録署名委員の選任」を行いま

す。教育長において、加藤委員、鈴木委員を指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

 

では次の日程に移りますが、日程第２の案件につきましては、意思形成

過程情報を含む案件であるため、これより会議を非公開にしたいと思いま

すが、ご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、只今から会議を非公開といたします。 

 

 それでは、日程第２、議案第３０号「川西市キセラ川西プラザの設置及

び管理に関する条例の制定について」であります。事務局から説明をお願

いいたします。 

 

それでは、議案第３０号「川西市キセラ川西プラザの設置及び管理に関

する条例の制定について」ご説明申しあげます。 

恐れ入りますが、議案書の１ページをお開き願います。 

本案は、川西市キセラ川西プラザの設置及び管理に関する条例の制定に
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ついて、市長に申出するにつき、川西市教育委員会事務処理規則第１０条

第１号の規定により、議決をお願いしようとするものでございます。 

今回の提案理由でございますが、平成３０年９月から供用開始を予定し

ている川西市キセラ川西プラザにおいて、教育委員会所管施設として「川

西市こども・若者ステーション」及び「川西市川西北公民館」を設置する

ことに伴い、その設置及び管理に必要な事項を定めようとするものでござ

います。 

以下、条例の本文につきまして、議案書２ページから１０ページ、新旧

対照表では議案書１１ページから１２ページでご説明いたします。 

まず、２ページをご覧ください。 

条文の内容でございます。第１条で設置及び目的を規定しております。

設置の目的としましては、市民の芸術、文化及び社会教育の振興、並びに

福祉の向上を図り、文化活動や交流を通じて市民の豊かな暮らしの実現に

寄与するため、川西市キセラ川西プラザを設置しようとするものでござい

ます。 

第２条では、名称及び位置について規定しております。施設名称を川西

市キセラ川西プラザとし、位置は、川西市火打１丁目１２番地内でござい

ます。 

第３条及び４条においては、キセラ川西プラザの目的を達成するために

行う事業及び施設を挙げております。各条の第２号では、社会教育に関す

る事業を行うために川西市川西北公民館を置くものとし、各条の第４号で

は、妊産婦、子ども及び若者並びにその家庭の支援に関する事業を行うた

めに川西市こども・若者ステーションを置くものとしております。 

３ページをご覧ください。 

第５条では、関係条例の適用について規定しており、第２号で川西北公

民館については、この条例に定めるほか、川西市公民館条例及びこれに基

づく規則が適用されます。 

第６条では、使用の許可について、第７条では、使用の制限について規

定しております。 

次に、第８条では、使用料について規定しております。使用料につきま

しては別表で定めておりますので、別表の説明をさせていただきます。恐

れ入りますが、議案書１０ページをお開きください。 

使用料につきましては、本条例の別表のなかでは、こども・若者ステー

ションにおいて実施予定の一時預かりルームについて設定しております。

小学校就学始期に達するまでの児童３０分１人を１区分とし、既に市内の

民間保育所等で実施されている一時預かりの利用料金の水準とほぼ同等の
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料金を算出し、１区分当たりの使用料は２００円に設定しております。 

恐れ入りますが、お戻りいただきまして、３ページをお開きください。 

第９条では、使用料の還付について、４ページに移りまして、第１０条

では使用権の譲渡等の禁止について、第１１条では、使用許可の取り消し

等について規定しております。 

また、第１２条では、特別の設備等の承認について、第１３条では、原

状回復の義務について規定しております。 

さらに、第１４条では、使用者の管理義務について、第１５条では、入

館の制限について規定しております。 

第１６条では、立入調査について、５ページに移りまして、第１７条で

は、目的外使用について規定しております。 

次に、第１８条では、施設の管理について規定しております。キセラ川

西プラザの管理を指定管理者に行わせることができるとしておりますが、

第４条第１項第２号に掲げる施設を除くとしておりますので、川西北公民

館及びこども・若者ステーションについては、指定管理者による管理の対

象施設からは除かれます。 

６ページをご覧ください。 

付則関係でございますが、この条例の施行については、規則で定める日

からとしております。また、準備行為として使用の許可に係る申請など、

必要な準備行為は、この条例の施行前においても、この条例及びこの条例

に基づく規則の規定により行うことができるとしております。 

次に、付則の第４項をご覧ください。ここでは、川西北公民館について、

川西市公民館条例の一部改正により規定する内容をあげております。改正

の内容は、６ページに記載のとおりですが、新旧対照表により説明いたし

ます。 

恐れ入りますが、１１ページをお開きください。 

左側、第８条第２項の「川西市中央公民館においては、川西市芸術・文

化施設条例の定めるところにより、川西市中央公民館以外の公民館おいて

は、」までを右側の改正後（案）のとおり、削除するものでございます。 

現在、中央公民館は、社会教育団体等以外の一般が使用する際には、川

西市芸術・文化施設条例に基づき、文化会館で貸館を行っておりますが、

キセラ川西プラザに設置する川西北公民館については、他の公民館と同様

に、川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例で貸館を行

うため、その規定を削除するものでございます。 

次に、別表第１では、左側、現行、川西市中央公民館の項を、右側の改

正後（案）のとおり、削除し、川西南公民館の下に、川西北公民館を加え
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牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

るものでございます。 

次に、別表第２では、左側、現行、川西市中央公民館の項を、右側の改

正後（案）のとおり、削除し、川西南公民館の下に、川西北公民館を加え

るものでございます。 

使用料につきましては、他の公民館と同様に、維持管理費の１平米５０

分あたりの経費を各部屋の面積に掛けた原価を社会教育団体等に関しては

５０％ご負担いただき、その他の場合は７５％ご負担いただく計算になっ

ております。 

説明は以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。よろしいでし

ょうか。 

 

 それでは、お諮りいたします。議案第３０号につきまして、これを可決

することにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第３０号につきましては、可決さ

れました。 

 

 では、以上で本日の議事はすべて終わりました。 

 これをもちまして、第１４回川西市教育委員会（臨時会）を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。 

［閉会 午後２時４９分］ 

 

以上会議の事項を記録し、相違ないことを認めましたので、ここに署名いたします。 

 

   平成２９年９月２１日 

 

                   署名委員    加 藤  隆一郎    ㊞ 

 

                                                   鈴 木 温 美    ㊞ 


